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会議名(審議会名等) 

平成２３年度第８回小金井市市民健康づくり審議会 

 

事務局(担当課) 

 福祉保健部健康課 

 

開催日時 

平成２４年２月１７日(金) １３：３０～１４：１０ 

   

場所 

小金井市保健センター大会議室 

 

出席者  

  審議会委員  １２名 

  会長  丸茂 恒二委員   

  委員  木下 隆一委員  松井 大平委員  新藤 芳雄委員  田川 尚子委員 

小林 久滋委員  内山 雅之委員  大西 義雄委員  新井 利夫委員 

善如寺 日雄委員  水上 洋志委員  増田 和貴委員 

 事務局 

  健康課長 

  健康課副主査 

  健康係長 

  ジャパンインターナショナル総合研究所社員 １名 

 

傍聴の可否及び傍聴者数 

 傍聴可・傍聴者数０人 

 

会議次第 

 別紙のとおり 

 

審議会内容 

健康課長  それでは定刻を過ぎましたので、ただ今から平成２３年度第８回小金井市市民健康づ

くり審議会を開催いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。

今期の１回目の会議になりますので、会長が選任されますまで、司会進行を務めさせていただき

ます、健康課長の阿部と申します。よろしくお願いいたします。本日の委員の方のご出欠ですが、

配布させていただいております委員名簿の９番の木所委員、１１番の鴨下委員、１２番の古明地

委員よりご欠席の連絡をいただいています。それでは、次第に従いまして進めさせていただきま

す。まず始めに委員の委嘱ですが、本来ならば市長から委嘱状をお一人づつお渡しするところで

すが、市長、副市長、並びに福祉保健部長共に所用で出席できませんので、誠に恐縮ですが、お

手元に配布させていただいております。ご確認をお願いいたします。これをもちまして委嘱状の

交付とさせていただきますのでご了承ください。なお、委員の任期につきましては、事前に送付

させていただいております小金井市市民健康づくり審議会条例第４条にも明記しておりますけれ

ども２年間となっており、委嘱状にもありますとおり、平成２４年２月１日から平成２６年１月

３１日まででございます。よろしくお願いいたします。続きまして、本日は任期最初の会議でご

ざいますので、ここで各委員の皆さまに簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。まず、公募

委員の方から順次お願いいたします。初めに公募委員の新井委員、お願いたします。 
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新井委員  新井です。よろしくお願いいたします。４０数年会社勤めをして、３～４年前に退役

したもので、比較的時間のゆとりが出来たということで、今回公募したところ選出していただき、

ありがとうございます。微力だと思いますが、いろいろ努力し精一杯、お役に立つようにさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。続きまして田川委員、お願いたします。 

 

田川委員  小金井市悠々クラブ連合会から推薦されました田川です。私は全国老人クラブの健康

づくり推進員をしていまして、東京都代表として、今審議員をしています。よろしくお願いいた

します。 

 

健康課長  ありがとうございました。続きまして新藤委員、お願いたします。 

 

新藤委員  同じく小金井市悠々クラブ連合会から推薦されまして、今回前回に引き続いて２回目

です。もう少し勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。続きまして松井委員、お願いたします。 

 

松井委員  小金井市の商工会から推薦を受けまして、今回委員をさせていただきます松井と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に木下委員、お願いたします。 

 

木下委員  同じく商工会から推薦をいただきまして、今期２期目ですけれども委員をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に医療関係者委員です。まず、丸茂委員、よろしくお願

いたします。 

 

丸茂委員  小金井市医師会会長の丸茂です。どうぞよろしくお願いいたします。 

   

健康課長  ありがとうございました。続きまして小林委員、お願いたします。 

 

小林委員  小金井市医師会の小林です。昨年から引き続きまして、今年度２期目になります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に内山委員、お願いたします。 

 

内山委員  小金井市医師会の内山と申します。初めてで不慣れでご迷惑をお掛けするかもしれま

せんが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に大西委員、お願いたします。 

 

大西委員  薬剤師会の方から推薦されました大西です。前期に引き続き、お受けすることになり 

ました。よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に社会体育関係委員の善如寺委員、お願いたします。 
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善如寺委員  小金井市体育協会から推薦されました善如寺です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に市議会議員の水上委員、お願いたします。 

 

水上委員  市議会議員の水上洋志です。去年の４月から２期目ということになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  ありがとうございました。次に保健所の増田委員、お願いいたします。 

 

増田委員  多摩府中保健所保健対策課長の増田です。よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  次に事務局の紹介です。事務局は健康課健康係が所管いたします。健康課長の阿部で

す。よろしくお願いいたします。 

 

健康係長  健康課健康係長の天野です。よろしくお願いいたします。 

 

健康課副主査  健康課保健師の笠井といいます。よろしくお願いいたします。 

 

健康課長  それでは、次に条例第５条第１項の規定によりまして、会長・副会長の互選をお願い

したいと思います。まず、最初に会長の互選をお願いいたします。どなたかお願いできますでし

ょうか。おいでにならないようでしたら、どなたかご推薦をいただけますでしょうか。 

 

小林委員  前回に引き続き、丸茂会長にお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

健康課長  ただ今、小林委員より会長に小金井市医師会会長の丸茂委員のご推薦をいただきまし

た。丸茂委員に会長をお願いすることにご異議ありませんでしょうか。 

 

     （異議なしの声あり） 

 

健康課長  ありがとうございます。それでは丸茂委員、会長席にお移りいただきまして、一言ご

挨拶をいただきたいと思います。 

 

 会長  ご推薦いただきましてありがとうございます。前期に引き続いて２期目になりますけれど 

   も、微力ですが、皆さまのご協力を得ながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い 

いたします。 

 

 健康課長  ありがとうございました。それでは、ここからは進行を会長にお願いしたいと思いま 

す。よろしくお願いいたします 

 

会長  それでは副会長の互選を行いたいと思います。どなたか自薦・他薦を問いませんので、い

らっしゃいませんか。 

 

大西委員  前期に引き続きまして、鴨下委員を副会長にお願いできたらと思います。 

 

会長  いかがでしょうか。皆様よろしいでしょうか。 
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     （異議なしの声あり） 

 

 本日はお休みですが、皆さまにご推薦いただいたということで、副会長に鴨下委員をお願いした 

いと思います。 

 

健康課長  鴨下委員に副会長をお願いするということで事務局からお伝えしたいと思います。そ

れでは議事に入ります前に、資料のご確認をお願いいたします。次第書、委員名簿、小金井市市

民健康づくり審議会条例、保健福祉総合計画の市民説明会とパブリックコメントの意見の概要と

市の回答の一覧、計画への市議会議員からの意見要望の綴り、第５期小金井市介護保険事業計画

素案、素案に対する意見及び検討結果です。継続して委員をお願いしている委員には会議録を事

前に送付しておりますので、修正等が無ければ情報公開の手続きをとらせていただきます。修正

等がありましたら事務局の方にお申し出いただければと思います。よろしくお願いいたします。

資料はお手元にございますか。無ければ事務局の方にお申し出いただければご用意いたします。

それでは、これより議事に入らせていただきます。丸茂会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは議事に入らせていただきます。議題の２番の小金井市保健福祉総合計画について、 

お願いたします。 

 

 健康課長  それではお手元の市民説明会とパブリックコメントの意見の概要と市の回答の一覧を 

ご覧ください。他の計画のものも全部入っていますが、説明は健康増進計画の部分のみとさせて

いただきます。その他のものはお持ち帰りの上ご覧ください。まず市民説明会です。１月１４日

の市民説明会で、健康増進計画では「数値目標で具体的な数値が入っていないのはなぜか」とい

うお問合わせがありました。事務局としまして数値目標が設定しにくい項目については、「減ら

す」「増やす」という表現にしたというお答えをしております。１月２２日の市民説明会におい

ては、「リプロダクティブヘルスの考え方は盛り込まれているか」というお問合わせがありま

した。その問い合わせに対しては、特に特化して盛り込んではいないが、自らの健康は自らで守

る意識を持って健康づくりに取り組むというところに、その視点が入っているということでお答

えしています。パブリックコメントでは、健康増進計画部分は２の１から２の４についてご意見

をいただいております。「さくら体操」の部分は介護とも重なるので、介護保険と調整して回答

いたしております。この項目はお読みいただければと思います。２の２から２の４は、健診やが

ん検診、胃がん検診等のご意見です。市の対応としましては、書かれているとおり回答をしてお

ります。次に市議会議員の方々から計画に対する意見要望ということで、各会派からたくさんの

ご意見をいただいております。これは厚生文教委員会で保健福祉総合計画が所管事務調査事項と

なっておりまして、調査期間が終了するときに各委員の方々から意見書として出されるもので、

正式には３月５日の厚生文教委員会に資料として出されるものです。基本的にはご意見をいただ

いて、今後施策を進める中で検討するというものですが、具体的な項目に対しての要望やご意見

もありましたので、計画に反映できるものについては反映したいという事務局の考えもありまし

て、事務局で内容を検討いたしまして一部反映することにいたしました。変更点は素案の８３頁、

休養・こころの健康についての知識の普及で、①こころの健康に関する健康教室等の充実の２つ

目に、「趣味、運動、レクリェーションなど、市民が自分に合ったストレス解消法を身につけ、

解消を図ることができるよう普及啓発を図ります。」と、皆さんのご意見としてまとめましたが、

ストレス解消法だけを身につけるのではなく、ストレスの対処法を知ることが必要というご意見

がありまして、「ストレス対処法を知り」という文言を入れさせていただきました。８７頁です

が、飲酒・喫煙の項目のところで「市民の役割」の「喫煙、受動喫煙の害について知る」という

項目を、知るだけではなく分煙にも協力するという項目を加えた方が良いというご意見がありま

して、「害について知り、分煙に協力する。」という文言にさせていただきました。その他の意

見・要望については施策を進める上での大局的なご意見で個々に反映させるのはなかなか難しい
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ので、今後施策を進めるなかで検討をしていくことでご理解いただきたいと思います。その他、

計画の資料編を作るにあたって、小金井市保健福祉総合計画策定委員会設置要綱、各専門部会の

委員名簿、各委員会の今までの開催経過、用語解説を最後につける予定となっております。用語

解説は健康増進部門だけが、各頁に用語の解説が載っております。総合計画ですので、その方法

については統一する方が良いということになりまして、全ての計画の用語解説を最後にもってい

くことになりました。この計画書は３月末に出来上がる予定ですが、１,２００部作成いたします。

概要版についても５０頁ほどのものを１,２００部作成する予定となっております。関係者、関係

団体には無料で配布いたしますが、一般のご希望者には有料で頒布することになっております。

また、情報公開コーナーに設置する他、各施設にも閲覧用として置く予定です。計画につきまし

ては以上です。 

 

会長  ありがとうございました。ただ今説明がありましたけれども、本件につきましての、ご質 

議・ご質問・ご意見等ありましたら、お願いたします。 

 

 新井委員  今のお話で、私だけかも判りませんが、お話しいただいた総合計画の素案を、私にい 

ただけたらと思います。 

 

健康課長  はい。今お渡しいたします。 

 

 会長  他の方は前回もらっているのですよね。 

 

健康課長  はい、そうです。パブコメを募集している間は保健センターにも置いてあったのです 

が、パブコメの募集期間が終了しましたので回収しました。新委員には後ほどお配りしますので

よろしくお願いいたします。 

 

会長  他に何かご意見はありますか。無ければこれは終了ですか。 

 

健康課長  パブコメに対して健康課としての意見の部分で、ご意見とか、こうした方がいいので 

はないかということがありましたら、お聞かせいただきたいのですが。 

 

新井委員  、素案に対してはこの会はどういう形で関わっていこうとしているのか。素案に対し 

て説明をされたけれども、よくわからない。目的は何なんだということを説明してほしい。 

 

健康課長  健康づくり審議会が総合計画の健康増進部門の専門部会となっておりまして、本日が 

今期の１回目ですが、以前から専門部会として継続して計画について審議をしていただいており

ます。本日が計画の審議の最終日になるので、今期最初の委員の方については申し訳ありません

が、審議に加わっていただけないことになります。 

 

新井委員  何年ぐらい前から策定しているのでしょうか。 

 

健康課長  １昨年の１月からです。 

 

会長  約２年間ですね。 

 

健康課長  アンケートを行ったところから始まり検討を重ねてまいりまして、今年度末に確定と

いうことになります。健康増進計画は平成２４年度から５年間の計画になっております。 
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会長  よろしいでしょうか。新しい委員の方には、申し訳ないけれども約２年間にわたって審議 

してきて、こういう形になったということです。他にはご意見は無いでしょうか。では議事の３

番のその他ですけれども、次回の予定をお願いします。 

 

 健康課長  次回の日程の前に、前回善如寺委員から、ご質問がありました昭和病院の件ですが、 

昭和病院の構成市と構成市でない市の市民への対応の違いはあるかという質問につきましては、

分娩介助料（出産の費用）が構成市以外では１３０/１００ということで高く、構成市の市民は安

くなっているということです。また、胃の集団健診を小金井市ではお願いしているわけですが、

集団健診の単価が構成市の方が安くなっているということです。一般診療に関しては診療報酬に

基づいて行っていますので違いはありません。以上が構成市と構成市以外の違いになります。よ

ろしいでしょうか。それでは次回の日程ですが、次回は計画策定専門部会ではなく、通常の健康

づくり審議会となります。３月に開催予定となっております。議会中のこともありまして、会長

のご都合と会場の都合もありますが、日程が限られてしまいます。ご都合のつかない日がありま

したらお知らせいただければと思います。 

 

 会長  一応、今のところでは２１日の予定になっていますか。 

 

 健康課長  会場の都合ですと、１９日、２１日あたりが空いております。 

 

 会長  皆さんご都合はいかがでしょうか。１９日か２１日に都合の悪い方はいらっしゃいますか。 

  祝日では無いですね。お二人２１日は都合が悪い様です。 

 

健康課長  はい。わかりました。１９日はいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

会長  １人都合が悪い方がいらっしゃるようです。 

 

健康課長  事務局で日程調整いたしまして、参加可能な方の多い方で決めさせていただくことで

よろしいでしょうか。 

 

会長  すみませんが調整して下さい。 

 

健康課長  それでは日程調整させていただきますのでよろしくお願いいたします。内容につきま

しては平成２４年度の健康課関係予算、事業についてご説明させていただきます。その中でご意

見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

会長  それではよろしいでしょうか。本日の議題はこれまでとなります。 

 

木下委員  第５期小金井市介護保険事業計画素案に関しての説明はあるのでしょうか。 

 

健康課長  これは介護部門で、総合計画の素案に間に合わなかった部分のものが追加されたとい

うことで今回意見募集も行いましたが、介護の専門部会で協議する形になりますので、皆さんに、

参考にお配りしたということでご了解ください。 

 

会長  これは持ちかえればいいのですね。その他に意見が無ければ、これを持ちまして本日の審 

議会は終了させていただきます。ありがとうございました。 


